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平成１９年度 第 ４回 資料６ 

 
情報公開･個人情報保護審議会 諮問・報告事項   

 
 

件

名 
就労支援の推進事業における調査用紙の再発送について 

 

 
 
内容は別紙のとおり 

 
 
条例の根拠 

【事後報告】 
◇第14条第１項（上記以外の委託） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（担当部課：         地域文化部商工観光 課） 

担当係  消費生活センター  担当者 佐藤  内線（＊060） 
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事業の概要 

事業名 就労支援の推進 

担当課 商工観光課 

目 的 若年非就業者の実態と就業等意向の把握、また、当該親の意向把握など 

（再発送） 

対象者 区内在住の20～34歳の独身者で親と同居している世帯の親子 

事業内容  障害者・高齢者・若年非就業者の就労支援を通じて、誰もがいきいきと暮らせる

まち新宿の実現を目指し、平成19 年度新規事業として「就労支援の推進」事業を

行なう。 

若年者の生活状況や就業等及び当該親の意識等の調査を行い、今後の若年非就業

者等の具体的な就労支援などのあり方を策定する。 

なお、平成19年6月22日に当該調査票を郵送したところだが、在学中の学生の

設問・選択肢が欠落していた等の不備があり、適正な分析が十分にできない恐れが

生じた。そこで、統計的な観点から有効な分析結果を得るため、委託事業者の負担

において再設計した適切な調査票により再調査を行なう。 

 再郵送調査：約19,500通程度 

 再発送日 ：平成19年7月20日 
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別紙（業務委託＝個人情報の提供を伴う委託） 

◇１．個人情報の提供を伴う委託等（第14 条第１項）・・・事後報告 

 

件名  就労支援の推進事業における調査用紙の発送業務委託について 

（再発送） 

区保有情報 委託業者及び委託に伴う提供情報 

保有課 

（担当課） 

 

商工観光課 

登録業務の名称 
新宿区若年者就業状況調査等業

務委託  

委託先 

 

㈱パソナ 千代田区大手町２－１

－１ 大手町野村ビル  

情報はどのような媒体

に記録されているか 
宛名シール 

情報はどのような媒体

で提供するのか、取

扱わせるのか 

宛名シールを手渡し、封筒への貼

付け作業 

保有している 

情報項目 

 区内在住の「20～34歳の独身者

で親と同居している世帯の親子」

の住所・氏名  

左欄の保有情報のう

ち、業務委託に伴い 

提供する項目又は 

 

処理を依頼する項目 

 区内在住の「20～34歳の独身者

で親と同居している世帯の親子」

の住所・氏名 

 

調査票の発送・回収及びその分

析・報告 

委託の理由 
大量調査であり、また、調査・分析のノウハウを持った経験豊かな業者に委託することにより、効

率的、効果的に調査目的を達成するため。 

委託内容 

若年非就業者の実態と就業等意向の把握、及び当該親の意識把握などの郵送による調査。

（回収・分析・報告等を含む） 

１ 対象者：区内在住の20～34歳の独身者で親と同居している世帯の親子 

２ 郵送数：19,500通程度 

３ 調査内容等 

 ①若年者の就業状況調査及び今後の転職等希望の有無など 

 ②現在非就業者の生活状況及び今後の就業等希望の有無など 

 ③当該親の意識調査など（若年非就業者である子に関するもの） 

  などについての調査・分析方法をプローポーザル方式により内容は確定する。 

委託の開始時期及び

期限 

平成１９年６月 中旬 から平成２０年 １月 ３１日まで 

 （再発送は 7 月20 日） 

委託にあたり区が行う

情報保護対策 

１ 契約にあたり、別紙「特記事項」

を付す。 

２ 業務終了後、提供した情報を返

却させる。等 

受託事業者としての 

情報保護対策 

１ 取扱責任者及び取扱うものをあ

らかじめ指定する 

２ 提供された情報は施錠できる金

庫に保管する。 

 
 
 
 


